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１．作物残留に係る農薬登録保留基準値

○新規設定分３農薬

農薬名（用途） 作物群等 基準値

インダノファン（除草剤） 米 ０．１ｐｐｍ

フェンヘキサミド（殺菌剤） みかん ０．５ｐｐｍ

みかん以外のかんき ５ ｐｐｍ

つ類

第一大粒果実類 １ ｐｐｍ

小粒果実類 ２０ ｐｐｍ

ハロスルフロンメチル（除草剤） さとうきび ０．１ｐｐｍ

○改正分（適用作物の拡大等に伴うもの）８農薬

［＊が変更分］

農薬名（用途） 作物群等 基準値

フルアジホップ又はフルアジホップＰ（除草剤） みかん ０．１ｐｐｍ

みかん以外のかんき ０．１ｐｐｍ

つ類

第二大粒果実類 ０．１ｐｐｍ

小粒果実類 ０．１ｐｐｍ

第二果菜類 ０．１ｐｐｍ

第二葉菜類 ０．２ｐｐｍ

根・茎類 ０．５ｐｐｍ

鱗茎類 ０．５ｐｐｍ

いも類 ０．１ｐｐｍ

大豆 ０．２ｐｐｍ

大豆以外の豆類 ５ ｐｐｍ ＊

てんさい ０．２ｐｐｍ

ミルベメクチン（殺虫剤） みかん ０．２ｐｐｍ

みかん以外のかんき ０．２ｐｐｍ

つ類

第一大粒果実類 ０．２ｐｐｍ



第二大粒果実類 ０．２ｐｐｍ

小粒果実類 ０．５ｐｐｍ ＊

第二果菜類 ０．２ｐｐｍ

第二葉菜類 ５ ｐｐｍ

大豆以外の豆類 ０．２ｐｐｍ

茶 ２ ｐｐｍ

テフルトリン（殺虫剤） 小粒果実類 ０．１ｐｐｍ

第二葉菜類 ０．５ｐｐｍ

根・茎類 ０．１ｐｐｍ

いも類 ０．１ｐｐｍ

大豆以外の豆類 ０．１ｐｐｍ

茶 ０．２ｐｐｍ ＊

ピリミジフェン（殺虫剤） 第一大粒果実類 ０．１ｐｐｍ

第二大粒果実類 ０．２ｐｐｍ ＊

小粒果実類 ０．３ｐｐｍ ＊

第一葉菜類 ０．１ｐｐｍ

第二葉菜類 ０．０５ｐｐｍ＊

根・茎類 ０．０５ｐｐｍ＊

茶 ５ ｐｐｍ

アセタミプリド（殺虫剤） 小麦以外の麦・雑穀 ０．２ｐｐｍ

第一大粒果実類 １ ｐｐｍ

第二大粒果実類 １ ｐｐｍ

小粒果実類 ５ ｐｐｍ

第一果菜類 １ ｐｐｍ

第二果菜類 ２ ｐｐｍ

第二葉菜類 ５ ｐｐｍ ＊

根・茎類 ０．１ｐｐｍ

いも類てんさい ０．５ｐｐｍ

０．２ｐｐｍ ＊

クレトジム（除草剤） 根・茎類 ０．１ｐｐｍ

鱗茎類 ０．１ｐｐｍ

いも類 ０．２ｐｐｍ

大豆 １ ｐｐｍ ＊

大豆以外の豆類 ０．２ｐｐｍ

てんさい ０．１ｐｐｍ



アゾキシストロビン（殺菌剤） 米 ０．１ｐｐｍ

小麦 ０．５ｐｐｍ

第一大粒果実類 ０．１ｐｐｍ

第二大粒果実類 ２ ｐｐｍ

小粒果実類 １０ ｐｐｍ

第二果菜類 ２ ｐｐｍ

第二葉菜類 ５ ｐｐｍ

てんさい ０．１ｐｐｍ

茶 １０ ｐｐｍ ＊

テトラコナゾール（殺菌剤） 小麦 ０．５ｐｐｍ

小粒果実類 ２ ｐｐｍ ＊

第二果菜類 １ ｐｐｍ ＊

てんさい ０．５ｐｐｍ

２．水質汚濁に係る農薬登録保留基準値

○新規設定 ４農薬

農 薬 の 成 分 基 準 値

エディフェンホス（殺菌剤） ０．０６ｍｇ／ｌ

インダノファン（除草剤）※ ０．０９ｍｇ／ｌ

ピラゾレート（除草剤） ０．０３ｍｇ／ｌ

ダイムロン（除草剤） ８ｍｇ／ｌ

※作物残留に係る農薬登録保留基準値も設定


